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　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、町民や事業者の皆さまに 5 月 14 日現在、下記の独自支援策を
実施しています。詳細はお問い合わせください。

■問合せ先
◇施策番号 3・6　町民福祉課　☎ 52-5810
◇施策番号 4・7・8　経済課　☎ 52-5805
　（施策番号７の受付は田布施町商工会 ☎ 52-2983）

新型コロナウイルス感染症地域支援対策（町独自事業）

◇施策番号 5　健康保険課　☎ 52-5809
◇施策番号 9・11・12　学校教育課　☎ 52-5812
◇施策番号 10　総務課　☎ 52-5802

1. ひとり親世帯への臨時特別給付金
　児童扶養手当の受給者に、支給対象児童１人につき

３万円を支給　　【5 月支給済み】

2. 子育て世帯臨時応援金
　国の子育て世帯への臨時特別給付金事業に準じ、対

象児童１人につき１万円を上乗せ支給
　【5 月支給済み（公務員支給分は別途）】

3. 児童クラブお弁当サポート支援事業
　臨時休業や長期学校休業時に、児童クラブで弁当を

希望する子どもに 1 食あたり 600 円相当（自己負担
250 円）の弁当を配食

4. ーふるさと たぶせ便ー
　がんばる学生応援事業　

　町内に実家があり、5 月 1 日時点で特定警戒都道府
県に住む学生に、町内産のお米 5kg や町特産品な
どを無償で提供（先着 100 人）

5. 介護サービス継続支援事業　　

　高齢者の介護サービス事業を運営する町内の介護事
業所に対し、１事業者につき 10 万円を支給

6. 児童及び障がい福祉施設継続支援事業
　障がい者 ( 児 )・児童福祉事業を運営する町内の福

祉施設に対し、１事業者につき 10 万円を支給

7. 小売り・飲食・サービス業等への経営支援事業
　２月～５月までのいずれかの月で町内店舗の売上

高が、前年同月比で 20％以上減少した事業者に
対し、20 万円を助成し、さらに、店舗を賃借し
ている場合は５万円を加算（要件あり）

8. 飲食店等応援チケット発行支援事業　　

　町内飲食店で使えるプレミアム付商品券と、小売
店などで使えるプレミアム付お買い物券（4,000
円に 1,000 円上乗せ）を各 1,000 冊発行

9. 学校給食無償化事業（1 学期分）
　子育て世帯の経済的な負担軽減対策として、小学

校および中学校の給食費を支援（4 月～ 8 月分）

10. 感染症対策事業
　避難勧告などが発令された際、避難された要配慮

者（妊婦、基礎疾患のある人など）への感染を防
止するために避難所の整備など

11. 学校臨時休業対策費補助事業
　小・中学校の臨時休業に伴い影響が生じた、牛乳

およびパンなどの納入業者を支援

12. 奨学金の特例
　（申請期間の延長および審査基準の弾力運用）
　本人または保護者の収入が減少した学生へ、奨学

金制度を弾力的に運用した支援
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　ふるさと寄附金で、新型コロナウイルス感染症に
対する取組を応援していただくものです。皆さんか
らのご寄附を受け付け、町民生活や事業者などへの
支援、感染症拡大防止対策に活用します。
　このご寄附に対して、返礼品はありませんが、ご
親戚やお知り合いの人に呼びかけていただけると幸
いです。詳細は、お問い合わせください。
■支援の内容
◇事業者などへの支援　町内事業者への支援、収束

後を見据えた町内経済の活性化
◇町民生活への支援　高齢者や子どもなどへの支

援、まちを元気にする取組
◇感染症対策への支援　福祉施設、学校などへのマ

スクや消毒液など衛生用品の配備
■申込方法
◇専用サイト『ふるさとチョイス』
　『ふるさとチョイス』（下のＱＲコード）より『お

礼の品不要の寄附』を選択の上、寄附額を入力し
『新型コロナウイルス感染症対策』を選択してく
ださい。

　※専用サイトからの寄附による寄
　　附 額は 2,000 円以上からです。
◇専用申込書
　必要事項を記入の上、企画財政課（2 階⑩窓口）

または各公民館などへ提出するか、郵送、FAX・
メールで申し込む。
※申込書は企画財政課窓口もしくは各公民館に備

え付けています。
※ご希望の金額で寄附できます。納付書などを送付

しますので、金融機関などでご入金ください。

■申込み・問合せ先
　〒 742-1592
　山口県熊毛郡田布施町大字下田布施 3440 番地１
　企画財政課企画係
　☎ 0820-52-5803　FAX 0820-53-0140
　E-mail　kikaku@town.tabuse.yamaguchi.jp

『田布施町新型コロナ助け合い寄附金』にご協力をお願いします

－ふるさとたぶせ便－がんばる学生を応援したい！
　ふるさと納税を活用した

『クラウドファンディング』を実施

　『ふるさと納税型クラウドファンディング』と
は、自治体のプロジェクトに共感した人から、ふ
るさと納税専用サイトの『ふるさとチョイス』に
よって寄附を募る仕組みです。
　町出身の学生を応援するために、町内産のお米
をはじめとする町内産品などを詰め合わせた『ふ
るさとたぶせ便』を届けます。
◇内容
　－ふるさとたぶせ便－がんばる学生応援事業
◇目標金額　100 万円
◇寄附方法　『ふるさとチョイス』のガバメント

クラウドファンディングのページ（QR コード）
にて申し込む。

◇募集期間　6 月 8 日～ 90 日間の予定
※寄附金の税額控除が受けられます。
※返礼品はありません。

◇対象者
　次の全てを満たす人
・2 月以降の任意の期間（１か月以上）にお

いて、収入が前年同期に比べて概ね 20％
以上減少している

・一時に納税を行うことが困難である
◇対象となる税
　令和 2 年 2 月 1 日～令和 3 年 1 月 31 日

に納期限が到来する町税

◇猶予期間　納期限から 1 年以内の期間
◇申請期限　６月 30 日または納期限のいず

れか遅い日まで
◇申請方法
　税務課（1 階⑧窓口）に備え付け、または

町ホームページに掲載している申請書に必
要事項を記入の上、提出する

◇問合せ先　税務課収納対策室
　☎ 52-5804

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅
に減少し町税の納付が困難な人は、徴収の猶予が認めら
れる場合があります。

担保の提供・延滞金は不要

納税が困難な人へ徴収猶予の特例制度があります

クラウドファ
ンディングの
QR コード
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新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の相談する目安が変わりました

　新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の相談の目安が変わりました。
　下表の目安を参考に、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状があるときは、医療機関を受診する前に、
必ず相談窓口に電話してください。

◇相談窓口
①山口県柳井健康福祉センター（柳井保健所）　☎ 22-3631
②山口県健康増進課　　　　　　　　　  ☎ 083-933-3502
◇受付時間　午前９時～午後５時
※緊急の場合は、時間外も相談を受け付けます。必要に応じて受診医療機関を紹介します。山口県健康増進課

は土日・祝日も応対します。

これまでの目安 新たな目安

・風邪症状や 37.5 度以上の発熱が
4 日以上続く。

　（高齢者や基礎疾患がある人など
は 2 日程度続く場合）

・強いだるさや息苦しさがある。

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ
（呼吸困難）、高熱などの強い症状
がある。

・発熱や咳など、比較的軽い風邪の
症状が続く。

　（４日以上続く場合は必ず相談を）
・高齢者や基礎疾患のある人などで

比較的軽い風邪の症状がある。

『新しい生活様式』を実践してみよう　～ 人との接触を減らすポイント ～
　町民の誰もが新型コロナウイルスに感染するリスクがあります。新型コロナウイルス感染症からあなたと身
近な人を守れるよう、『新しい生活様式』を取り入れ、日常生活を見直してみましょう。

※下記の他にも『新しい生活様式』の実践例が掲載されています。QR コードを読み取って、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

１
人との間隔はできる限り 2m
空ける

２
混んでいる時
間帯を避ける

３
もしものため、行動履歴をメ
モする

４
手洗い・消毒・換
気をこまめに。外
出時はマスクの着
用も

５　
『3 密』を避ける
（密集・密接・
 密閉）

６
お店は 1 人もしくは少人数で
すいている時間に

７
多人数での会食は避ける

８
食事の際は大皿は避けて、料
理は個々に取り分けを

９
ジョギングは少人数
で行う
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避難時の新型コロナウイルス感染症対策

　６月　～ 10 月にかけて雨や台風が多くなる季節を迎えます。自然災害から自らの命を守るためには、早
めに避難しなければなりません。
　しかし、今年は、新型コロナウイルス感染症対策が求められています。そこで、町民の皆さまには、以下
の点に気を付け、早めの避難をお願いします。

■
避
難
す
る
前
に

◇
避
難
所
情
報
の
収
集

　
避
難
所
の
『
密
』
を
避
け
る
た
め
、
各
避
難

所
に
お
け
る
人
数
を
制
限
し
ま
す
。
こ
の
た

め
、
１
次
避
難
所
（
各
公
民
館
な
ど
）
だ
け

で
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
２
次
避
難
所
（
農

工
高
校
や
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
）
も
早
め
に

開
設
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
の
デ
ー
タ
放
送（
ｄ
ボ
タ
ン
）や『
た

ぶ
せ
メ
ー
ル
』、
防
災
行
政
無
線
な
ど
に
よ

り
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

◇
親
戚
や
友
人
の
家
な
ど
へ
の
避
難
の
検
討

　
避
難
と
は
、『
難
』
を
『
避
』
け
る
こ
と
で
す
。

　
避
難
所
の
『
密
』
を
避
け
る
た
め
、
町
の
指

定
し
た
避
難
所
の
み
な
ら
ず
、
集
会
所
、
親

戚
や
友
人
の
家
な
ど
の
安
全
が
確
認
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
ち
ら
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
自
宅
に
安
全
な
場
所
が
あ
れ
ば
在
宅

避
難
も
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
た
め
、

日
ご
ろ
か
ら
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
現
地
を
見

て
安
全
な
場
所
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◇
自
身
の
健
康
状
態
の
把
握

　
避
難
す
る
前
に
、
検
温
す
る
と
と
も
に
、
避

難
所
受
付
時
に
健
康
状
態
を
お
聞
き
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
避
難
後
も
定
期
的
に
検
温
し
て
く
だ
さ
い
。

■
避
難
所
で
注
意
す
る
こ
と

◇
マ
ス
ク
着
用
、
手
洗
い
な
ど
基
本
的
な
事
項

の
徹
底

　
避
難
所
に
お
い
て
も
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
と

と
も
に
、
こ
ま
め
に
手
洗
い
す
る
な
ど
、
必

ず
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
避
難
所
の
衛
生
環
境
の
確
保

　
避
難
所
の
衛
生
環
境
を
整
え
る
た
め
、
定
期

的
な
清
掃
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
十
分
な
換
気
、
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

　
避
難
所
の
『
密
』
を
避
け
る
た
め
、
定
期
的

に
（
１
時
間
に
10
分
）
換
気
を
実
施
し
、
密

接
し
た
会
話
は
避
け
、
人
と
十
分
な
距
離

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
）
を
確
保
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
駐
車
場
で
、
車
中
泊

を
希
望
す
る
人
は
、
受
付
時
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑

わ
れ
る
症
状
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は

◇
発
熱
、
咳
な
ど
の
症
状
が
出
た
場
合

　
発
熱
、
咳
な
ど
の
症
状
が
出
た
場
合
は
、
速

や
か
に
避
難
所
の
町
職
員
ま
で
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑
わ
れ

る
場
合

　
別
の
場
所
に
移
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
軽
症
の

た
め
、
自
宅
療
養
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た

人
が
避
難
す
る
場
合

　
事
前
に
、
柳
井
保
健
所
と
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◇
濃
厚
接
触
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
人
が
避

難
す
る
場
合

　

柳
井
保
健
所
か
ら
、
濃
厚
接
触
者
と
し

て
指
定
さ
れ
た
町
民
の
皆
さ
ま
に
つ
い
て

は
、
避
難
す
る
前
に
総
務
課
ま
で
、
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
避
難
所
に

お
い
て
も
受
付
時
に
濃
厚
接
触
者
で
あ
る

こ
と
を
、
町
職
員
に
自
己
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

■
避
難
す
る
際
に
、
携
行
す
る
も
の

　
マ
ス
ク
、
消
毒
液
、
体
温
計
、
ウ
ェ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
タ
オ
ル
、
ス
リ
ッ
パ
、
歯

ブ
ラ
シ
、
非
常
食
、
筆
記
用
具

問総務課  総務係　☎ 52-5802
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特別定額給付金（10万円給付金）について
　特別定額給付金（10 万円給付金）の申請書は、5 月中旬に各世帯の世帯主に宛てて発送しています。
申請期限までに申請手続を行ってください。なお、申請手続に関する問い合わせ先は下記のとおりとな
ります。

■特別定額給付金に関する詐欺にご注意ください！
・暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバーなどは
　他人に教えない、渡さないようにしましょう。
・町や総務省が現金自動預払機（ATM）の操作をお願いする、受給
　にあたり手数料の振り込みを求める 、メールで URL をクリック
　して申請手続を求めることは絶対にありません。

◇相談先
・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン　☎ 0120-213-188
・消費者ホットライン　☎ 188（局番なしの 3 桁）
・柳井警察署　☎ 23-0110
・警察相談専用電話　☎ #9110

　法律の改正により、5 月 25 日に通知カードが廃止となりました。
　今後は住所や氏名に変更があった場合でも通知カードに新しい住所や氏
名を記載すること、また紛失した場合などの再発行の申請はできません。

　次については取り扱いが変わりません。
　これまでと同様に、マイナンバーを確認する
ための書類として使用することができます。
・マイナンバーカード
・マイナンバー入りの住民票
・氏名、住所などの記載事項に変更がない、ま

たは正しく変更手続きがとられている通知
カード

　出生などにより初めてマイナンバーが付番さ
れる人には、通知カードに代わって『個人番号
通知書』が交付されます。
※『個人番号通知書』は通知カードと異なり、

マイナンバーを証明する証明書として使用す
ることができません。ご注意ください。

◇問合せ先　町民福祉課住民係
　☎ 52-5811

通知カードの取り扱いが変更になりました

申請期限
8 月 17 日（月）
（当日消印有効）

問合せ先
特別定額給付金臨時窓口
（西田布施公民館内）

☎ 25-1033

6

マイナンバー
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地 方 交 付 税

町 税

国 庫 支 出 金

町 債

県 支 出 金

地 方 消 費 税 交 付 金

繰 越 金

使 用 料 お よ び 手 数 料

分 担 金 お よ び 負 担 金

そ の 他

民 生 費

教 育 費

総 務 費

土 木 費

公 債 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

消 防 費

議 会 費

そ の 他
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19 億 3,623 万 7 千円

17 億 5,406 万 8 千円

９億 3,671 万 1 千円

9 億 1,595 万 3 千円

4 億 5,361 万 1 千円

2 億 4,000 万　　円

1 億 5,261 万 9 千円

7,112 万 6 千円

5,542 万 1 千円

2 億 7,723 万 7 千円

19 億 4,764 万 2 千円

11 億 2,697 万　　 円

9 億 9,627 万　　円

７億 9,963 万 9 千円

６億 4,532 万 5 千円

４億 3,401 万 6 千円

3 億 7,854 万 2 千円

2 億 9,230 万 6 千円

7,746 万 9 千円

9,480 万 4 千円

会　計　区　分 現　在　高
一　般　会　計 50 億 7,251 万円
下水道事業特別会計 46 億 5,520 万円

合　　　計 97 億 2,771 万円

区　分 面　積 区　分 金　額
土 地 481,339㎡ 車 両 54 台
建 物 65,117㎡ 出 資 金 等 19 億 9,024 万円
山 林 3,640,934㎡ 基 金 17 億 3,970 万円

会計区分 予算額 （A） 収入済額 （B） 執行率
（B/A） 支出済額 （C） 執行率

（C/A）
国 民 健 康 保 険 19 億　 811 万 7 千円 17 億 3,938 万 7 千円 91.2% 17 億 7,656 万 8 千円 93.1%
下 水 道 事 業 9 億 8,628 万 9 千円 4 億 2,012 万 7 千円 42.6% 8 億 7,935 万 9 千円 89.2%
介 護 保 険 16 億 7,065 万 6 千円 14 億 5,170 万 1 千円 86.9% 14 億 8,966 万 8 千円 89.2%
後 期 高 齢 者 医 療 2 億 9,318 万 7 千円 2 億 7,366 万 9 千円 93.3% 2 億 6,001 万 2 千円 88.7%

合　　　計 48 億 5,824 万 9 千 円 38 億 8,488 万 4 千円 80.0% 44 億    560 万 8 千円 90.7%

一般会計予算の執行状況
予算額  67 億 9,298 万 3 千円

財政状況報告

■特別会計予算の執行状況

■町債の状況（借入金残額）

問企画財政課  財政係
　☎ 52-5803

■町有財産の状況

0　　　 ５　　　10　　　15　　 20

収入済額合計　
55 億 3,682 万 5 千円（81.5％）歳入 歳出支出済額合計　

47 億 7,354 万 5 千円（70.3％）
　　  15　　   10　　  ５　　　  0（億円）

　田布施町の財政状況を理解していただくため、年２回その内容をお知らせしています。今回は令和元年度下
半期（令和２年３月 31 日現在）の一般会計・特別会計予算の収支、財産、負債などの状況をお知らせします。
　３月末現在の予算額は、前年度繰越額および補正予算額により、一般会計が 67 億 9,298 万３千円、特別
会計が 48 億 5,824 万９千円となっています。

※端数処理のため、合計額が合わない場合があります。

令和元年度
下半期

予算額 収入（支出）済額

（　）内は執行率
グラフの
　見方

19 億 4,391 万 5 千円（100.4％）

17 億 6,404 万      円（100.6％）

5 億 9,731 万 7 千円   （63.8％）

1 億 　600 万　　円　（11.6％）

3 億 8,316 万 6 千円　（84.5％）

2 億 3,918 万 2 千円　（99.7％）

1 億 5,262 万　　円（100.0％）

5,577 万 7 千円　（78.4％）

6,139 万 2 千円（110.8％）

2 億 3,341 万 6 千円　（84.2％）

14 億 9,788 万　　円　（76.9％）

5 億 4,852 万 2 千円（48.7％）

7 億 7,727 万 8 千円（78.0％）

2 億 9,605 万 5 千円（37.0％）

6 億 4,442 万 1 千円（99.9％）

4 億 　248 万 3 千円（92.7％）

1 億 8,482 万 6 千円（48.8％）

２億 8,008 万　　円（95.8％）

　　7,685 万 5 千円（99.2％）

6,514 万 5 千円（68.7％）

※端数処理のため、合計額が合わない場合があります。
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保険のお知らせ

【  国民健康保険税について  】

問健康保険課  賦課徴収係　☎52-5809

内訳 計算方法
税率など

医療保険分 後期高齢者
医療支援分 介護保険分

所得割額 （令和元年中の総所得金額等－基礎控除
33万円）×税率 7.6％ 2.1％ 2.3％

均等割額 被保険者1人あたり 24,000 円 7,000 円 15,000 円

平等割額 1世帯あたり 24,000 円 7,000 円

保険税年額 所得割＋均等割＋平等割
　　　　（ただし、賦課限度額まで）

賦課限度額
63 万円

賦課限度額
19 万円

賦課限度額
17 万円

◇40歳、65歳、75歳になる人へ
・介護保険分は、40歳から65歳到達月までで算定しています。65歳到達後は介護保険制度から通知

します。年度途中の40歳到達者は到達後に算定し通知します。
・年度途中で75歳になる人は、あらかじめ75歳到達までで算定しています。75歳到達後は後期高齢

者医療制度から通知します。

　国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納税義務者になります。世帯主が加入者でない場合でも
世帯に加入者がいる場合、納税義務者は世帯主になります。
　国民健康保険税には、医療保険分・後期高齢者医療支援分・介護保険分があり（介護保険分は40歳～
64歳の被保険者が対象）、それぞれに被保険者などの所得に応じた所得割、世帯の被保険者数に応じた
均等割、世帯毎の平等割があり、これらを合計して税額を算出します。

■令和２年度　国民健康保険税の税率および計算方法

◇均等割額・平等割額の軽減制度（申請不要）
　　世帯主および被保険者の前年所得が一定の基

準以下の場合、均等割額・平等割額の軽減制度
があり、条件により 2 割・5 割・7 割の軽減割
合となります。

◇後期高齢者医療制度に伴う経過措置（申請不要）
　　保険料の軽減世帯で、被保険者が後期高齢者

医療制度に移行する世帯で、世帯構成や収入が
変わらない場合は、これまでと同様の軽減を受
けることができます。

　　また、後期高齢者医療制度に移行したことに
より、国民健康保険の被保険者が 1 人になる場
合、5 年間は平等割額が 2 分の 1 となります。
その後、世帯の状況に変更がない場合、3 年間
は平等割額が 4 分の 3 となります。

◇被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する
場合（申請が必要）

　　被用者保険から後期高齢者医療制度に移行す

る人の被扶養者で 65 歳～ 74 歳の人が新たに国
民健康保険に加入する場合は、申請による減免措
置があります。

　　令和 2 年度以降、均等割額と平等割額は、資格
取得日の属する月以後 2 年を経過する月までの間
に限り減免を行うことになりました。これは令和
2 年度以前に資格を取得した旧被扶養者にも適用
されます。なお、所得割額はこれまでどおり免除
されます。

◇非自発的失業者の軽減（申請が必要）
　　倒産や解雇などにより国民健康保険に加入した

人で一定の条件を満たす場合は、申請により国民
健康保険税の軽減措置が適用されます。

　健康保険課の窓口で申請を受け付けますので、印
鑑、雇用保険受給資格者証を持参してください。
　なお、国民健康保険の加入と併せて行う場合は、
健康保険資格喪失証明書が必要となります。

■国民健康保険税の軽減・減免について

※令和２年度は医療保険分の賦課限度額が63万円、介護保険分の賦課限度額が17万円に改定されました。
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　後期高齢者医療保険料は、制度を運営する山口県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料の見直
しを行っています。
　令和2年度からは、次のとおりに改定されます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

【  後期高齢者医療保険料が改定されました  】

◇均等割額軽減特例措置の見直しについて
・年間所得33万円以下の人で世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下などの要件を満たす場合、法

令上は7割軽減とされています。これまで特例的に8割軽減とされていましたが、令和２度は7割軽
減に見直されます。

・被用者保険の被扶養者は、保険料の負担を減らすため、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減
されます。なお、軽減は資格取得後2年を経過する月までの間に限られます。

※各軽減措置などの詳細は、健康保険課賦課徴収係にお問い合わせください。
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◇保険料率の変更について（令和 2 年度・3 年度）

変更前 変更後

均等割額 52,444 円 53,847 円

所得割率 10.28% 10.48％

保険料賦課限度額 62 万円 64 万円

広報たぶせNo.1005９
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保険のお知らせ 問健康保険課 賦課徴収係　☎52-5809

【  介護保険料について  】
　65歳以上の人の介護保険料の額は、町で必要となる介護保険給付額から算出した基準額をもとに、その人
の前年の所得内容と世帯の課税状況に応じて決定します。
　令和2年度は、基準額に変更はありませんが、第1 ～ 3段階の保険料が変わります。介護保険料は、介護
が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願
いします。

課税状況
所得段階 対象者 保険料年額

（基準額×比率）本人 世帯

住　
民　
税　
非　
課　
税

全
員
が
住
民
税
非
課
税

第１段階

生活保護、老齢福祉年金を受給している
21,120 円

（基準額× 0.3）公的年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得
を引いた合計金額が 80 万円以下

第２段階
公的年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得
を引いた合計金額が 80 万円を超え 120 万円以下

35,200 円
（基準額× 0.5）

第３段階
公的年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得
を引いた合計金額が 120 万円を超える

49,280 円
（基準額× 0.7）

課
税
者
あ
り

第４段階
公的年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得
を引いた合計金額が 80 万円以下

63,360 円
（基準額× 0.9）

第５段階
公的年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得
を引いた合計金額が 80 万円を超える

70,400 円
（基準額）

住　
民　
税　
課　
税

第６段階 合計所得金額が 120 万円未満 84,480 円
（基準額× 1.2）

第７段階 合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満 91,520 円
（基準額× 1.3）

第８段階 合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満 105,600 円
（基準額× 1.5）

第９段階 合計所得金額が 300 万円以上 119,680 円
（基準額× 1.7）

◇低所得者（第 1 ～ 3 段階）の第 1 号保険料軽減強化について
　低所得者の保険料は、消費税の引き上げに伴い軽減を強化します。
　※第 4 ～ 9 段階は令和元年度と変わりません。

■令和 2 年度所得段階別の介護保険料 （基準額　70,400 円）
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【 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付について 】

※国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付方法の変更を希望する人は、保険税（料）を滞納なく
納付していることなど一定の条件に該当する場合に限り、申請により年金天引きから口座振替に変更す
ることができます。申請は、健康保険課賦課徴収係で行ってください（7月31日までに手続きをした場
合は、9月30日分から口座振替を開始し、10月以降の年金天引きを中止することが可能です）。

※所得税などの社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
※介護保険料は、介護保険法で納付方法が定められているため変更することができません。

◇納付書または口座振替でお支払いの場合
　年額を8回（7月～翌年2月まで毎月）に分けて納付書または口座振替で納付
◇年金から天引きでお支払いの場合
　年金の支給額から事前に差し引き納付
◇条件により納付書または口座振替と年金から天引きの併用となる場合
　（例1） 納付書または口座振替により7月・8月・9月分を納付し、残りの額を10月・12月・翌年2

　　　月に年金からの天引きで納付
　（例2） 年金から天引きにより4月・6月・8月分を納付し、残りの額を6回（9月～翌年2月まで毎月）

　　　に分けて納付書または口座振替で納付

【  介護保険サービスについて  】

◇介護保険負担割合証の更新について
　　現在、お使いの介護保険負担割合証の有効期限は 7 月 31 日です。8 月以降に使用する『介護保険負

担割合証』を 7 月中に送付しますので、介護サービスを利用する際は、『介護保険被保険者証』と一緒に『介
護保険負担割合証』をサービス提供事業者に提示してください。

◇特定入所者介護（予防）サービス費【負担限度額認定】について
　　介護保険施設などを利用する際に、市町村民税が非課税世帯など一定の要件に該当する場合は、申請

により食費や居住費の負担軽減を受けることができます。詳しい要件などについては、長寿支援係にお
問い合わせください。

　　現在、負担限度額認定を受けている人（有効期限は 7 月 31 日）には、更新案内を送付しますので、
引き続き負担限度額認定が必要な場合は更新の手続きを行ってください。

介護保険のお知らせ 問健康保険課 長寿支援係　☎52-5809

　新型コロナウイルスの影響や災害など特別な事情により保険税（料）を納めることが困難な場合は、徴
収の猶予または減免が適用されることがあります。詳細は、健康保険課賦課徴収係にお問い合わせくだ
さい。
　令和2年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納税(納付)通知書を、7月中旬
に納税(納付)義務者に送付します。保険税や保険料の支払い方法は次のとおりです。
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　運転免許証を自主返納された高齢者を支援する
ため、買い物送迎サービスの回数券 10 枚つづり
を支給します。
◇対象者
　町内に住所を有し、運転免許証を６か月以内に

自主返納された 65 歳以上の人
◇申請に必要なもの
・運転免許証自主返納支援申請書
　※健康保険課長寿支援係に備え付けてあります。
・警察署で交付される『申請による運転免許証の

取消通知』の写しまたは『運転経歴証明書』の
写し

特定健康診査のご案内（国民健康保険の人）

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査を実施します。
　メタボリックシンドロームは、糖尿病、脳卒中、心臓病といった生活習慣病との関わりが深く、早期発
見や予防が重要とされています。
　今年度は新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を受け、受診券の発送を控えていたところです
が、宣言解除に伴い、例年より遅れて5月下旬より受診券を発送しています。特定健康診査は、自覚症状
が現れにくい生活習慣病の発見や健康チェックになるほか、毎年受診することでご自身の健康管理に役立
ちますのでぜひご利用ください。
　今まで受診をされたことがない人は、これを機会にぜひ受診してみてください。

特定健診・健康診査のお知らせ 問健康保険課  保険年金係　☎52-5809

■
特
定
健
康
診
査

◇
対
象
者

　
田
布
施
町
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
40
歳
～
74
歳
の
人
（
対
象
者
に
は

６
月
上
旬
に
『
特
定
健
康
診
査
受
診

券
』
と
『
質
問
票
』
を
送
付
し
て
い

ま
す
。）

※
町
が
実
施
す
る
『
外
来
人
間
ド
ッ
ク

助
成
事
業
』
を
利
用
す
る
場
合
は
、

特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
被
用
者
保
険
（
全
国
健
康
保
険
協
会

管
掌
健
康
保
険
、
健
康
保
険
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
）
の
加
入
者
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
は
、
加
入
さ
れ
て
い

る
保
険
者
か
ら
健
診
方
法
な
ど
に
つ

い
て
通
知
さ
れ
る
予
定
で
す
。

※
生
活
保
護
の
受
給
者
で
受
診
を
希

望
す
る
場
合
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（ 

☎
52
‐
４
９
９
９
）
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

◇
受
診
料　
無
料

◇
受
診
方
法

　
令
和
３
年
１
月
末
ま
で
に
、
郡
内
の

実
施
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。
受
診
の
際
は
、『
特
定
健
康
診

査
受
診
券
（
も
え
ぎ
色
）』、『
質
問

票
』、『
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
』

を
必
ず
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

※
休
診
日
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
予
約
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◇
受
診
結
果

　
受
診
さ
れ
た
月
の
約
２
か
月
後
に
個

別
に
通
知
し
ま
す
。

■
特
定
保
健
指
導

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生
活
習

慣
の
改
善
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
人

を
対
象
に
、
無
料
で
保
健
師
、
管
理

栄
養
士
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
生

活
習
慣
を
見
直
す
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま

す
。

※
対
象
者
に
は
個
別
に
通
知
を
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
の
ご
案
内

（
後
期
高
齢
者
医
療
の
人
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い

る
人
を
対
象
と
す
る
、
山
口
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
実
施
す
る

『
健
康
診
査
』
は
６
月
上
旬
に
『
受

診
券
（
黄
色
）』
を
送
付
予
定
で
す
。

『
歯
科
健
康
診
査
』
は
、
開
始
時
期

が
未
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
時
期
が

確
定
次
第
、
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※申請後、田布施町社会福祉協議会の職員が『運
転免許証自主返納支援決定通知書』と買い物送
迎サービス回数券をご自宅にお届けします。

◇運転免許自主返納支援事業に関する問合せ先
　健康保険課長寿支援係　☎ 52-5809
◇買い物送迎サービスとは
　高齢者の人が気楽に買い物などができるよう、

乗り合いワゴン車で自宅から高齢者いきいき館
や田布施駅などへの送迎を行います。

◇買い物送迎サービスに関する問合せ先
　田布施町社会福祉協議会　☎ 53-1103

高齢者などの支援サービス　～運転免許証自主返納支援事業～
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　『青少年健全育成町民会議』と『防犯パトロール
隊』の活動は、町民の皆さまの支援によって行わ
れています。これらの重要性を理解いただき、活
動のための会費に、ご協力をお願いします。
　会費　一口　300円
　　内訳：町民会議　　　　　一口　200円
　　　　　防犯パトロール隊　一口　100円

月　日 行　　　事

７月～ 11月 補導委員夜間パトロール（各地域）

８月　1日（土） 町民会議体験活動『カヌーに乗って遊ぼう！』

８月21日（金） 補導委員夜間パトロール（全体）

10月～３月 たくましい田布施っ子育成事業（就学
児子育て講座・思春期子育て講座）

11月下旬 青少年健全育成作文集発行

１月～３月 小学６年生と地域補導委員などのふれあい会
会費のお願い

　次代を担う青少年が大きな夢と豊かな心を持
ち、たくましく成長することは、町民すべての願
いです。青少年を健全に育成するには、家庭・地
域・学校など、あらゆる人々による、町民が一体
となる運動が不可欠です。
　青少年健全育成町民会議では、地域補導委員会
によるパトロール活動、子育て講座の開催、『町
民会議だより』の発行などを行っています。
　防犯パトロール隊では、町民の安全な生活を守
るため、町内パトロールなどを実施しています。

問田布施町青少年健全育成町民会議事務局
　（社会教育課内）　　☎ 52-5813

　田布施防犯パトロール隊事務局
　（総務課内）　  　　 ☎52-5802

令和2年度 主な実施事業・事業予定

  青少年健全育成町民会議
および

  防犯パトロール隊 について

【青少年健全育成町民会議】

月　日 行　　　事

４月10日～ 20日 田布施町防犯パトロール隊総会（書面協議）

７月１日（水） 『国民安全の日』一斉パトロール

７月１日～ 20日 公園・遊園地の点検

12月下旬 歳末一斉パトロール

未定 田布施駅前駐輪場放置自転車の整理

【防犯パトロール隊】

※一世帯で複数人が入会することも、一人で複数
口入会することも可能です。

※各地域の補導委員などが地域の実情に応じた方
法で集金します。
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　熊本地震による犠牲者の多くは、耐震基準が厳しくなる昭和56年５月31日以前に建てられた家
屋の倒壊が原因とされています。
　町では、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図るため、無料で『耐震診断』を実施し、『耐震改修』
に係る費用の一部を補助します。

■対象建物　(次の全てを満たすこと)
・昭和56年５月31日以前に着工された町内にあ

る３階建て以下の一戸建て木造住宅
　(店舗などの用途を兼ねるものは、店舗などに

使用する部分の床面積が延床面積の２分の１未
満のもの)

・在来軸組工法、枠組壁工法、伝統工法のいずれ
かで建築されていること

■内容
◇無料耐震診断
　耐震診断員を派遣し、無料で耐震診断を実施

あなたの家は地震に強い家ですか？
～木造住宅の耐震診断と改修費用補助～

◇耐震改修補助
　耐震診断の結果、倒壊の危険性があり、改修に

より評点を1.0以上に向上させる改修工事の費
用の一部を補助

■補助金額　改修経費の80％ (限度額100万円)
■申込期限　11月30日(月)
■その他
・予算の範囲内での受け付けとなります。
■申込み・問合せ先　建設課土木管理係
　☎52-5807



2020　6/12 号

◇フレイル（心身の活力低下）を予防するには
①体を動かそう！
・家をかたづけたり、用事を作りこまめに動く。
・ラジオ体操やストレッチのなど家の中でもできる

運動をしよう。
・時には気分転換に外に出て散歩しよう。

②食べ過ぎに注意し、バランスの良い食事を！
・しっかり噛んで食べましょう。
・ながら食べをしないように。

③口を清潔に保ちましょう！
　毎食後、寝る前に歯を磨きましょう。

④家族や友人との支え合いを！
　買い物や生活の支援など、困ったときの支え合い

が大切です。

　家にいる時間を上手に使ってフレイルを予防し、
抵抗力を下げないようにしましょう。

　新型コロナウイルスの感染症が流行しています。感染症が重症化しやすい高齢者や糖尿病、心臓病などの
基礎疾患をお持ちの人は、できる限り外出を控えましょう。
　しかし、家にこもって動かないでいると、身体や頭の動きが低下し、フレイルが進んでいきます。フレイ
ルが進むと、体の抵抗力や回復力が低下してしまいます。

作
り
方

材
料（
４
人
分
）

人
参
と
ア
ボ
カ
ド
の
豚
巻
き

栄
養
価
が
高
く
、
す
っ
か
り
お
馴
染
み
に
な
っ
た
ア
ボ
カ
ド
は
、
生
で
食
べ

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
肉
巻
き
に
し
て
焼
く
と
ま
た
ひ
と
味
違
っ
て
新
鮮

で
す
。
実
は
や
や
硬
め
の
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

１人分の栄養価
エネルギー…171kcal
たんぱく質…13.9g　脂質…11.3g
カルシウム…15mg　塩分…0.5g

豚もも薄切り肉 240g
アボカド 1 個
人参 50g
塩 小さじ 1/4
こしょう 少々
オリーブ油 小さじ 2
サニーレタス 30g
レモン 1/2 個

食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

①
ア
ボ
カ
ド
は
縦
に
ぐ
る
っ
と
切
り
目
を
入
れ
、
上
下
に
ず
ら
す
よ
う

に
し
て
２
つ
に
割
る
。
種
は
包
丁
の
付
け
根
を
さ
し
て
ね
じ
る
よ
う

に
と
る
。
ス
プ
ー
ン
で
皮
か
ら
果
肉
を
す
く
い
と
り
、
縦
６
等
分
に

切
る
。

②
人
参
は
皮
を
む
き
ア
ボ
カ
ド
に
合
わ
せ
て
縦
長
に
６
等
分
に
切
っ
て

茹
で
る
。

③
ま
な
板
の
上
に
豚
肉
を
６
等
分
に
広
げ
、
塩
、
こ
し
ょ
う
を
ふ
る
。

ア
ボ
カ
ド
と
人
参
を
そ
れ
ぞ
れ
の
せ
て
巻
く
。

④
フ
ラ
イ
パ
ン
に
オ
リ
ー
ブ
油
を
熱
し
、
③
の
巻
き
終
わ
り
を
下
に
し

て
並
べ
る
。こ
ん
が
り
と
焼
き
色
が
つ
い
た
ら
上
下
を
返
し
て
焼
く
。

⑤
④
を
半
分
に
切
っ
て
器
に
盛
り
付
け
、
サ
ニ
ー
レ
タ
ス
と
く
し
型
に

切
っ
た
レ
モ
ン
を
添
え
る
。
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　保健センターだより　健
康
づ
く
り

推
進
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

問保健センター　☎52-4999

フレイル（心身の活力低下）を予防しよう！
　～外出を控えている皆さんへ～

■アプリダウンロード QR コード

「やまぐち健幸アプリ」を使って
健康づくりに取り組もう！

　山口県が配信している無料アプリ『やまぐち
健幸アプリ』は、歩数や健診（検診）の受診な
どを記録してポイントをためることができま
す。
　一定のポイントがたまると、『特典カード』
が表示され、県内の協力店で利用できます。
※『たぶせ健康マイレージ』と『健幸アプリ』

の特典を重複して受けることはできません。
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５/21 長年の功労をたたえて
　木村百合子さん（波野団地南）が民生委員・児童
委員に対する厚生労働大臣特別表彰を受彰され
ました。木村さんは、平成16年12月～令和元年
11月末の15年間、民生委員・児童委員を務めら
れました。
　この表彰は、社会奉仕の精神をもって、保護指
導にあたり、地域社会の福祉の増進につとめた民
生委員・児童委員に対して、厚生労働大臣より特
別表彰を行うものです。

４/21 創意工夫功労者賞を受賞
　好村紀文さん（神和工業株式会社）が令和２年度
文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞を受賞され、
町長報告に訪れました。この賞は、現場技術者や
作業者の創意工夫による生産性や安全性、環境配
慮などの改善を、日本の産業基盤を支える取組と
して、文部科学大臣が表彰するものです。
　自走式板材端部コーナー塗装前R加工装置の改
善によって、自走による加工ができ、コストの低
減、品質の向上に大きく寄与しました。

５/ ７ 子どもたちへ手作りマスク寄贈
　田布施町社会福祉協議会から手作りマスク700
枚が寄贈されました。
　新型コロナウイルス感染予防に少しでも役立て
てほしいとの思いから有志が集まり、約２週間か
けて製作されました。材料の入手が困難な中、ひ
も部分を水きりネットのゴムで代用するなどの工
夫が凝らされています。
　小学校の登校日に合わせ、町内４つの小学校の
全児童694人に配布されました。

５/21 令和2年度春の叙勲・瑞宝単光章を受章

Tabuse
Town News

　元田布施町消防団の吉永昌朝さん（上ゲ自治会）
が瑞宝単光章を受章されました。
　吉永さんは昭和52年1月に田布施町消防団に
入団以来、40年9か月間消防業務に精励してこ
られました。
　平成23年4月からは、第2分団長として6年5
か月にわたり、消防器材や消防水利の維持管理、
団員の教育訓練に尽力されたことで今回の受章
となりました。
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　西田布施地区では、ほ場整備事業の実施に伴い、工事により影響を受けてしまう遺跡の発掘調査が行われま
す。
　早い遺跡では 5 月、一番遅い遺跡は 10 月中旬～下旬に発掘調査が始まります。発掘現場では、調査員が指
揮を執り作業を行っています。作業は十分に注意を払って行いますが、見学の際などは調査員の指示に従うよ
うにお願いします。

①馬場遺跡
　弥生時代、古墳時代、平安時代、中世の遺構や

遺構が確認されました。
　出土遺物は 100 点を超えます。
②助本遺跡
　古墳時代、中世の遺物が確認されました。
　出土遺物は３点確認されました。
③森永遺跡
　弥生時代、古墳時代、中世の遺物が確認されま

した。
④東乗藤遺跡
　弥生時代、平安時代、中世の遺構と遺物が確認

されました。
　弥生土器などが 70 点余り出土しました。
⑤辻花遺跡
　弥生時代、古墳時代、中世の遺物と遺構が確認

されました。
　弥生土器、土師器、須恵器、瓦質土器など 80

点の遺物が出土しました。

文化財 令和 2年度発掘調査の予定地域

　
地
面
を
掘
る
土
木
工
事
・
解
体

工
事
・
建
築
工
事
（
個
人
住
宅
工

事
を
含
む
）
な
ど
を
行
う
場
合
、

そ
の
場
所
が
周
知
の
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
（
遺
跡
）
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
『
埋
蔵
文
化
財
』
と
は
住
居
跡

や
古
墳
の
よ
う
な
地
面
に
築
か

れ
て
い
る
『
遺
構
』
と
、
土
器

や
石
器
と
い
っ
た
『
遺
物
』
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
工
事
予
定
場
所
が
、
周
知
の
埋

蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
範
囲
内
に
あ

る
場
合
、
文
化
財
保
護
法
第
93
条

に
基
づ
き
工
事
着
手
60
日
前
ま
で

に
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
届
出
書
』

を
田
布
施
町
教
育
委
員
会
を
経
由

し
て
山
口
県
教
育
委
員
会
に
提
出

し
、
指
示
書
に
よ
る
指
示
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
指
示
に
は
『
慎
重
工
事
』、『
工

事
立
会
』、『
発
掘
調
査
』
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
地
面
を

掘
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
県

教
育
委
員
会
か
ら
の
指
示
書
の

到
着
後
に
な
り
ま
す
。

　
家
を
新
築
す
る
と
き
は
、
家
の

　
基
礎
や
浄
化
槽
な
ど
で
地
面
を

掘
る
前
に
、
家
を
建
て
替
え
る
と

き
は
、
旧
家
屋
の
解
体
を
す
る
際

に
地
面
を
掘
り
ま
す
。
ま
た
、
地

盤
改
良
の
際
に
も
忘
れ
ず
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
工
事
の
予
定
箇
所
が
『
周
知
の

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
』
の
範
囲
内

か
ど
う
か
は
、
社
会
教
育
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先　
社
会
教
育
課

　
☎
25
‐
３
１
８
５

　
FAX
　

52
‐
４
９
０
４

遺
跡
の
あ
る
場
所
で

地
面
を
掘
る
工
事
を
す
る
時
は
、
届
出
が
必
要
で
す

■田布施町教育委員会が実施した試掘調査から確認されたこと

①馬場遺跡

②助本遺跡
③森永遺跡

④東乗藤遺跡

⑤辻花遺跡

田布施西小学校

西田布施公民館
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私
た
ち
と
人
権
シ
リ
ー
ズ　
No. 

136

山
中
　
順
子

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

実
現
を
目
指
し
て

～
地
域
と
の
つ
な
が
り
を

深
め
な
が
ら
～

　
本
校
で
は
、
昨
年
度
末
よ
り
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
た

め
、
臨
時
休
業
が
続
い
て
い
ま
す
。

子
ど
も
達
は
、
障
が
い
と
あ
わ
せ
て

さ
ま
ざ
ま
な
健
康
面
の
配
慮
が
必
要

で
す
。
こ
の
原
稿
を
町
民
の
皆
さ
ま

が
読
ん
で
く
だ
さ
る
こ
ろ
に
は
全
国

や
県
で
終
息
に
向
か
い
、
学
校
が
再

開
し
、
子
ど
も
達
が
元
気
に
登
校
で

き
て
い
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
書
い

て
い
ま
す
。

　

本
校
の
児
童
生
徒
は
、
岩
国
市
・

和
木
町
か
ら
周
南
市
ま
で
の
広
い
地

域
か
ら
通
学
し
て
い
ま
す
。
通
学
バ

ス
、
電
車
、
自
転
車
、
保
護
者
の
送

迎
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
通
学
し

て
い
ま
す
。
学
習
の
方
法
も
そ
の
子

ど
も
の
障
が
い
や
体
調
に
合
わ
せ
て

行
い
、将
来
は
、社
会
で
自
分
に
合
っ

た
仕
事
を
し
な
が
ら
い
き
い
き
と
暮

ら
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
達
は
、
学
校
の
あ
る
田
布
施
町

と
自
分
の
住
ん
で
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の

市
や
町
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
ど
ち
ら
の
地
域
も
大
切
な
存
在

で
す
。

　
本
校
で
は
、
３
年
前
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
取
組
を
通
し
て
、
田
布
施
町
の

皆
さ
ま
に
も
学
校
に
足
を
運
ん
で
い

た
だ
く
機
会
が
増
え
、
ご
意
見
や
ア

イ
デ
ィ
ア
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
交
流
の
あ
る

城
南
小
学
校
、
田
布
施
中
学
校
、
田

布
施
図
書
館
の
方
や
高
等
部
の
生
徒

が
実
習
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
事

業
所
の
方
々
、
近
隣
の
高
等
学
校
の

皆
さ
ん
と
は
、こ
れ
か
ら
も
交
流
し
、

新
し
い
方
と
の
つ
な
が
り
も
育
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
９
月
に
は
、
高
等
部
が
、
旧
田
布

施
工
業
高
校
跡
地
に
移
転
し
ま
す
。

そ
こ
に
は
地
域
交
流
室
や
喫
茶
室
も

で
き
ま
す
。
小
中
学
部
校
舎
に
は
広

い
農
園
も
あ
り
空
き
教
室
の
活
用
も

考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
れ
を
読
ん

で
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
に
田
布
施
総

合
支
援
学
校
の
よ
き
理
解
者
に
な
っ

て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
達
の
成
長
を

一
緒
に
応
援
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

山
口
県
立
田
布
施
総
合
支
援
学
校

　
校
長

17

地
域の力を学校に

！

学習支援ボランティアバンク

社会教育課 

　
『
学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ

ン
ク
』を
ご
存
知
で
す
か
。

　
学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン

ク
と
は
、
保
護
者
や
地
域
お
よ
び

学
校
支
援
関
係
者
を
対
象
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
の
学
習
支
援
を
行

う
、
登
録
制
の
教
育
支
援
組
織
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
町
内
各
小
、
中
、
支
援
学
校
か

ら
応
援
要
請
が
あ
れ
ば
、
学
習
支

援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
に
登
録

さ
れ
て
い
る
保
護
者
や
地
域
の

方
々
が
日
常
の
授
業
に
入
り
、
先

生
方
の
支
援
と
子
ど
も
達
の
学
び

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
指
導

で
は
な
く
、
助
言
や
サ
ポ
ー
ト
で

す
か
ら
、
支
援
に
入
っ
て
い
た
だ

く
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
り
ま
す
が
、
資
格
は
不

要
で
す
。
学
校
か
ら
の
応
援
要
請

に
対
し
て
都
合
の
つ
く
人
が
支
援

に
入
り
ま
す
。『
無
理
は
禁
物
、

出
来
る
事
を
出
来
る
時
に
参
加

を
』と
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　
下
表
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り

ま
す
が
、
利
用
頻
度
は
学
校
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
。
登
録
の
際
、

支
援
で
き
る
内
容
や
行
く
学
校
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
60
人
が
登
録
し
て
い
ま

す
。
依
頼
な
ど
の
連
絡
は
メ
ー
ル

を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、
電
話
や

Ｆ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
人
も
お
ら
れ

ま
す
。

　
登
録
受
付
は
、
随
時
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
あ
な
た
も
登
録
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

令和２年度学習支援のメニュー
・裁縫、ミシン補助 ・音楽補助（合奏・合唱）
・調理の補助、食育補助 ・菜園の畝作り補助
・工作補助、見守り ・体育見守り
・校外学習の引率、見守り ・英会話の補助
・校内環境美化整備 ・算数○つけ補助
・読み聞かせ、図書関係補助 ・伝承遊び補助
・託児支援、見守り その他（パソコン、着付け、点字）

　
内
容
、
手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　
田
布
施
町
教
育
委
員
会

　
社
会
教
育
課

　
☎
52
‐
５
８
１
３

　

E-m
ail  syakaikyoiku@

tow
n.tabuse.yam

aguchi.jp

▲校外学習の引率支援
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 イ ベ ン ト お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
こ
ど
も
で
す	

い
も
と
よ
う
こ

ぼ
く
と
母
さ
ん
の
キ
ャ
ラ
バ
ン

	

柏
葉　
幸
子

か
み
さ
ま
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー	

廣
嶋　
玲
子

や
た
い
の
お
や
つ	

ふ
じ
も
と
の
り
こ

虫
ガ
ー
ル	

ケ
ラ
ス
コ
エ
ッ
ト

絵
で
わ
か
る
建
物
の
歴
史

	

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ア
ル
タ
ル
リ
バ

う
さ
ぎ
に
な
っ
た
ゆ
め
が
み
た
い
の	

お
く
は
ら　
ゆ
め

も
り
の
か
ば
ん
や
さ
ん

	

ふ
く
ざ
わ
ゆ
み
こ

ふ
き
げ
ん
な
子
ど
も
の
育
て
方

湯
汲　
英
史

思
わ
ず
見
と
れ
る
ゼ
リ
ー
ス
イ
ー
ツ	

大
越　
郷
子

業
平　
小
説
伊
勢
物
語

　

	

高
樹
の
ぶ
子

猫
を
棄
て
る　
　
　
　
村
上　
春
樹

逆
ソ
ク
ラ
テ
ス									

伊
坂
幸
太
郎

ま
だ
温
か
い
鍋
を
抱
い
て
お
や
す
み	

彩
瀬　
ま
る

法
の
雨　
　
　
　
　
　
下
村　
敦
史

妖
の
掟　
　
　
　
　
　
誉
田　
哲
也

少
年
と
犬　
　
　
　
　
馳　
　
星
周

魔
女
た
ち
は
眠
り
を
守
る	村

山　
早
紀

絵
本 

一
般 

図
書
館
へ

行
こ
う
。

おしゃべり箱おはなしの会
　７月25日（土）  午前10時30分～
　図書館 2F 講座室にて

７月の
休館日

問田布施図書館　☎ 52-2288
HP　　  http://library.town.tabuse.yamaguchi.jp
E-mail　library.tabuse@town.tabuse.yamaguchi.jp

毎週月曜日・祝日
月末整理日　31日（金）

『カケラ』
　　　　　　　　湊　かなえ　著

『花のすきなおおかみ』
葉　祥明　絵　きむらゆういち　文

『死者との対話』
　　　　　　　　石原　慎太郎　著

　みどり輝く草原で初めて出会った2ひ
きのおおかみ、ウルとルーフ。『おおか
みのくせに』と言われても花が好き。イ
ジメッコたちにからまれても「相手にす
るな」と言っていたルーフがあの日だけ
は違った…。

　インパール作戦で多数の戦友を失った
男が戦後にとった行動とは？死に直面す
る作家が自在なリズムで自己と対話す
る。末期患者と看護人の間に芽生えた奇
妙な友情…。死と直面する自らをも捉え
る短編集。

　あの子は死んだ。大量のドーナツに
囲まれて。他人の視線と自分の理想。
少女の心を追いつめたものとは？『美
容整形』をテーマに、容姿をめぐる固
定観念をあぶりだす心理ミステリー。

18

『いつになったら宇宙エレベーターで月に
行けて、3 Ｄプリンターで臓器が作れるん
だい !?』　　ケリー・ウィーナースミス　著

　ニュースに出てきたあの科学技術はホントに実
現できるの？どこまで進んでいるか、何が障害に
なっているかを詳細な解説とシュールな漫画で紹
介した、愉快な科学読み物。宇宙エレベーターの
3D画像が見られるQRコード付き。

『ゆりの木荘の子どもたち』
　　　　　　　　富安　陽子　著

　遠い夏の日の呼び声にこたえ、おばあ
さんたちは時を超えて、子どもにもどっ
た。いまは老人ホームとして使われてい
る『ゆりの木荘』。住人のひとりが懐かし
い手まり歌を歌いはじめると、玄関ホー
ルの古時計の針が逆回転し…。



広報たぶせNo.1005

句
俳

短
歌

甲
斐　

信
子

藤
井
千
恵
子

國
本
英
智
郎

久
光　

良
一

加
治　

紀
子

桜
も
ヒ
ソ
ヒ
ソ
と
さ
み
し
げ
に
さ
さ
や
く

野
仏
の
石
の
衣
に
花
の
流
れ
る

野
草
を
食
べ
る
春
を
食
べ
る

杖
の
音
が
聴
き
た
い　

お
帰
り
と
言
っ
て
や
り
た
い

ひ
と
の
こ
こ
ろ
眺
め
る
よ
う
に
雲
は
な
が
れ
る

周
防
一
夜
会

白
く
立
つ
卯う

な

み波
や
礁

い
く
り

あ
る
と
こ
ろ

せ
せ
ら
ぎ
の
音
に
は
じ
ま
る
菖し

ょ
う
ぐ
え
ん

蒲
園

藤
棚
の
虫
に
は
む
れ
る
長
き
房

久
々
に
登
校
す
る
子
村
薄
暑

廃
校
の
小
さ
き
花
壇
や
草
若
葉

麻
郷
俳
句
教
室

戦
死
し
た
人
を
偲
ん
で
歌
い
い
た
る

　
　

『
港
の
見
え
る
丘
』
今
も
忘
れ
じ

電
話
に
て
音
階
と
く
い
に
口
ず
さ
む

　
　

孫
の
ピ
ア
ノ
の
発
表
近
し

雑
木
の
次
々
新
緑
吹
き
て
き
て

　
　

山
の
胎
動
聞
く
ご
と
四
月

ス
ー
パ
ー
ム
ー
ン
残
れ
る
明
け
の
月
の
道

　

南
風
吹
く
の
か
さ
ざ
波
よ
ぎ
る

新
し
き
ス
ィ
ー
ト
ホ
ー
ム
作
り
し
か

　
　

土
手
の
灘
理
に
も
ぐ
ら
塚
並
む

短
歌

曽
我　

欣
行

田
村　

文
代

播
磨　

春
枝

岡　
　

倫
子

松
根
千
代
子

藤
田　

京
子

河
村
美
喜
子

吉
村　

京
子

上
岡　

知
雄

弘
兼　

安
雄

問
社
会
福
祉
協
議
会　

☎
53
‐
１
１
０
３

（
４
月
19
日
～
５
月
18
日
受
付
分
）

＊
社
会
福
祉
事
業
へ

匿
名
１
件

＊
香
典
返
し

石
の
口　
原
野
誠
司　
母　
孝
子

波
野
市　
福
永
玉
江　
母　
君
枝

＊
車
椅
子
借
用
お
礼
と
し
て

匿
名
１
件

＊
歩
行
器
借
用
お
礼
と
し
て

匿
名
１
件

＊
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア

新　
町　
箱
崎
亮
太

子育て支援センター

はいはい
H31.4.2以降生まれ対象

赤ちゃんサロン（７月行事）
午前10時～正午

問たぶせ保育園　☎53-1012
おんとも

７ 日 ( 火 )　身体測定
14 日 ( 火 )　リトミック・誕生会
21 日 ( 火 )　制作・水遊び
28 日 ( 火 )　水遊び

よちよち

施設開放

H30.4.2 ～ H31.4.1生まれ対象

２ 日 ( 木 )　身体測定
９ 日 ( 木 )　制作遊び
16 日 ( 木 )　リトミック・誕生会
30 日 ( 木 )　プール遊び

すくすく
H29.4.2 ～ H30.4.1生まれ対象

３ 日 ( 金 )　身体測定
10 日 ( 金 )　リトミック・誕生会
17 日 ( 金 )　制作・プール遊び
31 日 ( 金 )　プール遊び

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容　
電
話
で
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

☎
51
‐
４
０
１
１

19

・月～金曜日　午前9時～午後3時30分
　（昼休み　午後0時15分～午後1時15分）
・土曜日　午前9時～午後0時15分

【 月曜日から土曜日まで開放しています。】

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、お知らせしている内容を
変更して実施する場合もあります。

　『子育て支援センターおんとも』は、子育てサークルの開催や育児相談など子育て家庭へのいろいろな支援を
行っています。
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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

く ら し の 情 報

お 

知 

ら 

せ

◇
日
時　
７
月
15
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

◇
場
所

　
柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

◇
内
容　
プ
ラ
板
で
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー

を
作
ろ
う

◇
参
加
料　
50
円（
材
料
費
）

◇
対
象
者　
未
就
園
児
の
親
子
15
組

◇
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

◇
申
込
期
限　
７
月
８
日（
水
）

◇
問
合
せ
先　
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー

【 

お
し
ゃ
べ
り
サ
ロ
ン 

】

　
７
月
は
『
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち

直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
』

の
強
調
月
間
で
す
。

　
法
務
省
主
唱
の
『
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
』
と
は
、
す
べ
て
の
国
民

が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い

て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。
犯
罪
や
非
行
を

し
た
人
た
ち
の
立
ち
直
り
を
支
え
ま

し
ょ
う
。

【 

第
70
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動 

】

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
‐

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
で
送
ら
れ
て
く
る
国

か
ら
の
緊
急
情
報
が
、
町
の
防
災
行

政
無
線
か
ら
確
実
に
放
送
さ
れ
る
か

ど
う
か
、全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
の
放
送
は
、
６
月
17
日
（
水
）

の
午
前
10
時
ご
ろ
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
総
務
課
総
務
係

　
☎
52
‐
５
８
０
２

【 

防
災
行
政
無
線
で
の

緊
急
地
震
速
報
訓
練 

】

20

　
町
で
は
山
口
県
の
緊
急
事
態
宣
言

を
受
け
て
４
月
17
日（
金
）～
５
月
20

日（
水
）の
間
、
学
校
臨
時
休
校
に
し

た
こ
と
に
よ
り
、
授
業
時
数
が
不
足

し
て
い
る
た
め
、
田
布
施
町
教
育
委

員
会
議
に
お
い
て
、
学
び
の
機
会
の

保
障
の
観
点
か
ら
、
夏
季
休
校
期
間

を
短
縮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◇
夏
季
休
校
期
間

　
８
月
８
日（
土
）～
23
日（
日
）

◇
問
合
せ
先　
学
校
教
育
課

　
☎
52
‐
５
８
１
２

【 

小
・
中
学
校
の
夏
季
休
校
に
つ
い
て 
】

　
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
の
額
が
令
和
２
年
４
月
分
か
ら

改
定
さ
れ
ま
す
。

■
特
別
障
害
者
手
当（
月
額
）

◇
令
和
２
年
度　
２
万
７
３
５
０
円

　
（
旧
２
万
７
２
０
０
円
）

■
障
害
児
福
祉
手
当（
月
額
）

◇
令
和
２
年
度　
１
万
４
８
８
０
円

　
（
旧　
１
万
４
７
９
０
円
）

■
問
合
せ
先　
町
民
福
祉
課
福
祉
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

【 

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
額
の
改
定 

】
　

毎
年
７
月
に
行
っ
て
い
ま
し
た
、

戦
没
者
追
悼
式
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
集
団
感
染
な
ど
を
考
慮

し
、令
和
２
年
度
は
中
止
と
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
町
民
福
祉
課
福
祉
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

【 

令
和
２
年
度
田
布
施
町
戦
没
者
追
悼
式
を

中
止
し
ま
す 

】

■
期
間　
（
土
・
日
を
除
く
）

　
６
月
12
日（
金
）～
26
日（
金
）

■
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
場
所

　
山
口
県
都
市
計
画
課
、
町
建
設
課

■
意
見
書
の
提
出

　
町
民
や
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計

画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
変
更

案
に
対
す
る
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇
記
述
内
容（
様
式
は
任
意
）

　
意
見
の
趣
旨
、そ
の
理
由
、住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号

◇
提
出
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送
で
、
山
口
県
都

市
計
画
課
に
提
出
す
る

◇
提
出
期
限

　
６
月
26
日（
金
）（
必
着
）

◇
意
見
書
提
出
先

　
〒
７
５
３
‐
８
５
０
１

　
山
口
市
滝
町
１
‐
１

　
山
口
県
都
市
計
画
課

　
（
宛
名
は
山
口
県
知
事
）

■
問
合
せ
先

◇
山
口
県
都
市
計
画
課

【 『
田
布
施
都
市
計
画
』
の
変
更
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す 

】
　
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
７
３
３

◇
町
建
設
課

　
☎
52
‐
５
８
０
７

　
ま
た
、
犯
罪
や
非
行
に
陥
ら
な
い

よ
う
地
域
社
会
で
支
え
ま
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い

て
、
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力
の
輪

を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
せ
先　
山
口
保
護
観
察
所 

　
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
１
３
２
７
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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

相　
談

＊「
広
報
た
ぶ
せ
」の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
53
‐
１
１
０
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　
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◇
日
時　
８
月
２
日（
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

　
（
台
風
な
ど
で
中
止
の
場
合
は
８

月
８
日
（
土
）
に
順
延
の
可
能
性

あ
り
）

◇
場
所　
山
口
県
母
子
・
父
子
福
祉

セ
ン
タ
ー
集
合
、
油
谷
青
少
年
自

然
の
家

◇
内
容

　
油
谷
青
少
年
自
然
の
家
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
ビ
ー
チ
で
の
海
水
浴

◇
対
象
者　
山
口
県
内
在
住
の
ひ
と

り
親
家
庭（
母
子
・
父
子
）の
親
と

子（
３
歳
以
上
高
校
生
以
下
）

◇
募
集
人
数　
20
家
族
程
度

◇
参
加
費（
１
人
あ
た
り
）

・
大
人　
５
０
０
円

・
子
ど
も　
３
０
０
円

◇
申
込
方
法

　
住
所
・
参
加
者
全
員
の
氏
名
、
ふ

り
が
な
、年
齢（
８
月
２
日
現
在
）、

子
ど
も
の
学
年
お
よ
び
日
中
連
絡

の
と
れ
る
電
話
番
号
を
明
記
の

【 

親
子
ふ
れ
あ
い
の
つ
ど
い

油
谷
青
少
年
自
然
の
家
で
の
海
水
浴 

】

　
日
本
赤
十
字
社
は
、
災
害
時
の
医

療
救
護
活
動
、
救
急
法
や
防
災
・
減

災
講
習
な
ど
の
普
及
、
青
少
年
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
、
国
際
救
援
な

ど
の
人
道
的
活
動
を
行
っ
て
お
り
、

本
町
に
お
い
て
も
、
自
動
体
外
式
除

細
動
器（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）の
設
置
、
救
援
物

資
の
備
蓄
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
皆
さ
ま
か
ら

お
寄
せ
い
た
だ
く
活
動
資
金
に
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
人
間
の
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳

を
守
る
』
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
理
解

と
活
動
資
金
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◇
日
赤
活
動
資
金
募
集
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て

　
４
月
の
自
治
会
回
覧
文
書
で
、『
日

赤
活
動
資
金
募
集
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
（
５
月
29
日
ま
で
の
納

入
）』を
お
願
い
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
３
年

３
月
31
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
日
本
赤
十
字
社
田
布
施
分
区
（
町

【 

日
赤
活
動
資
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
し
て
、
感
染
者・濃
厚
接
触
者
、

医
療
従
事
者
な
ど
に
対
す
る
誤
解
や

偏
見
に
基
づ
く
差
別
は
決
し
て
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
法
務
大
臣
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発

【 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
す
る
人
権
へ
の
配
慮
に
つ
い
て 

】
信
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
法
務
省
の

YouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
（https://
youtu.be/RYS00qC

xo-0

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
、
い
じ

め
な
ど
の
被
害
に
遭
っ
た
人
か
ら
の

人
権
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

困
っ
た
時
は
、
１
人
で
悩
ま
ず
、
私

た
ち
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
e
‐
メ
ー

ル
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

◇
相
談
先

・
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

・
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

◇
相
談
受
付
時
間（
平
日
の
み
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

◇
問
合
せ
先　
山
口
地
方
法
務
局
周

南
支
局

　
☎
０
８
３
４
‐
28
‐
０
２
４
４

民
福
祉
課
内
）

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
日
本
赤
十
字
社
山
口
県
支
部

　
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
０
１
０
２

上
、
ハ
ガ
キ
・
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
申
し
込
む

◇
応
募
締
切　
７
月
20
日（
月
）必
着

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
、
抽
選
結
果
は
７
月
22
日
（
水
）

ご
ろ
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

の
た
め
、
内
容
を
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

山
口
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン

タ
ー

　
〒
７
５
３
‐
０
０
５
４

　
山
口
市
富
田
原
町
４
‐
58

　
☎
０
８
３
‐
９
２
３
‐
２
４
９
０

　
FAX
０
８
３
‐
９
２
３
‐
２
４
９
９

　
E-m

ail　

y-bosi-senter@
tiara.ocn.ne.jp

　
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
☎
23
‐
０
６
６
８
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梅雨時期の交通事故を防止しよう
　雨の日が多い梅雨時期は、路面が濡れて滑り
やすくなるほか、見通しや視界が悪くなるなど
悪条件が重なるため、普段以上に慎重な運転が
必要となります。
　特に急発進、急ハンドル、急ブレーキなどの
運転操作を行うと、車を制御できない横滑りが
発生し、交通事故の原因となるので注意が必要
です。

柳井警察署だより 問柳井警察署　☎ 23-0110
　http://www.police.pref.yamaguchi.jp/1040/index.html

　また、濡れた路面は止まりにくく、乾いた路
面に比べて制動距離が長くなりますので、いつ
も以上に速度を落とし、車間距離を十分とって
走行しましょう。
　歩行者の側を通る時は、速度を落として泥や
水をはねないように心掛けるなど、時間と心に
ゆとりを持って安全運転に努めましょう。

『うそ電話詐欺』被害防止のポイント
警察官や銀行協会の職員を名乗り
・キャッシュカードが偽造されているので、作

り替える
・暗証番号を教えて
・職員がキャッシュカードを取りに（交換に）行

くと言われたら、詐欺！警察に通報を！
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放
送
大
学
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
通
信
制
大
学
で
す
。
山
口
県
内
で

は
約
５
３
０
人
の
人
が
学
ん
で
い
ま

す
。
多
彩
な
放
送
授
業
が
約
３
０
０

科
目
あ
り
、
お
好
き
な
科
目
を
１
科

目
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

　
皆
さ
ま
も
こ
の
機
会
に
生
涯
学
習

と
し
て
、
ま
た
ご
自
身
の
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
、
資
格
取
得
を
目
指
し
て
学

修
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
学
生
同
士
の

交
流
の
場
と
し
て
も
最
適
で
す
。

◇
10
月
入
学
出
願
受
付

・
第
１
回

　
６
月
10
日（
水
）～
８
月
31
日（
月
）

・
第
2
回

　
９
月
１
日（
火
）～
９
月
15
日（
火
）

◇
入
学
相
談
時
間

　
午
前
10
時
～
午
後
５
時
30
分

　
（
月
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
『
放
送
大

学
』を
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
資
料
請
求
・
問
合
せ
先

　
放
送
大
学
山
口
学
習
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
３
‐
９
２
８
‐
２
５
０
１

【 

放
送
大
学
山
口
学
習
セ
ン
タ
ー

入
学
生
募
集 

】

　
光
地
区
消
防
組
合
職
員
採
用
試
験

の
１
次
募
集
を
実
施
し
ま
す
。

　
住
民
の
安
全
と
安
心
の
確
保
に
向

け
、
意
欲
と
情
熱
の
あ
る
皆
さ
ん
の

申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
試
験
日　
９
月
20
日（
日
）

◇
会
場

　
光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

◇
試
験
区
分

・
一
般（
上
級
、
中
級
、
初
級
）

・
消
防
職
員
経
験
者
枠
（
上
級
、
中

級
、
初
級
）

◇
採
用
日

　
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降

◇
申
込
期
間

　
６
月
29
日（
月
）～
８
月
７
日（
金
）

午
後
５
時
15
分（
当
日
消
印
有
効
）

◇
問
合
せ
先

　
光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部総

務
課

　
☎
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
０
１

※
詳
細
は
、
光
地
区
消
防
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
信

先
を
明
記
し
１
４
０
円
切
手
を
貼

【 

光
地
区
消
防
組
合
採
用
試
験

（
１
次
募
集
）
を
実
施
し
ま
す 

】

募　
集

【 
徳
山
年
金
事
務
所
年
金
相
談 

】

　

年
金
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

年
金
相
談
会
は
完
全
予
約
制
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
人

は
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
変
更
と
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
役
場
で
の
予
約
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

◇
日
時　
７
月
16
日（
木
）

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
（
正
午
～
午
後
１
時
の
間
は
除
く
）

◇
場
所　
役
場
１
階　
保
健
室

◇
持
参
品

・
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
・
年
金
証
書
な
ど
）

・
相
談
者
本
人
の
確
認
が
で
き
る
も

の（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
代
理
人
に
よ
る
相
談
の
場
合
は

『
委
任
状
』お
よ
び『
代
理
人
本
人

の
確
認
が
で
き
る
も
の
』
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
予
約
受
付
期
限　
７
月
15
日（
水
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て『
１
』の

後
に『
２
』を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

付
し
た
封
筒（
Ａ
４
が
入
る
も
の
）

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
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今月の納期

６月・７月
休日納税（相談）窓口

　滞納が続くと、納期から本税（料）
納付までの経過日数に応じて延滞金が
加算されます。督促手数料や延滞金を
含めて完納とならない場合、滞納処分
を受けることになります。
　やむを得ず納期限までに納付できな
い事情のある人などの納付に関する相
談もお受けします。

◇町県民税　 　　　　　　　　（１期）

■休日納税（相談）窓口（８:30 ～ 17:00）
　６月 28 日（日）　７月 26 日（日）

◇納付場所　町役場１階 税務課窓口
◇対象および内容の問合せ先

町県民税・固定資産税・軽自動車税
………税務課　　　☎ 52-5804

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料・介護保険料

………健康保険課　☎ 52-5809
保育料および児童クラブ保育料

………町民福祉課　☎ 52-5810
町営住宅使用料および駐車場使用料

………建設課　　　☎ 52-5807
下水道受益者負担金

………建設課　　　☎ 52-5817

●印刷所　キッショウ株式会社　　　本紙は環境にやさしい再生紙を使用しています。

… 人口 …
15,110 人

（増減 +17 人）

… 男 …
7,221 人
… 女 …
7,889 人
… 世帯 …
7,042 世帯

（５月１日現在）

人口と世帯

23

広
報
た
ぶ
せ
は『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
』を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　田布施ライオンズクラブから、田布
施中学校の生徒 409 人および教職員 36
人に対し、１人当たり約 20 枚ずつ、合
計 9,000 枚のマスクが寄贈されました。
　5 月 19 日（火）に中学校で贈呈式が
行われ、田布施ライオンズクラブ（会長 :
城 英明さん、事業委員長 : 為重修治さん）
から古田萌華さん（生徒会会長）、村田
悠燿斗さん、小野紗知子さん（生徒会副
会長）に手渡されました。
　新型コロナウイルスの感染予防に必要
なマスクの入手が困難な状況の中、学校
再開時に子ども達が安心して授業に取り
組めるようにとの願いが込められてお
り、生徒会長の古
田さん（3 年生）
は「マスクがあると
安心できます。充
実した学校生活を
送りたいです。」
と謝意を伝えまし
た。

田布施ライオンズクラブ
田布施中学校の生徒と教職員にマスクを寄贈

■田布施ライオンズクラブの活動の紹介
　これまで田布施ライオンズクラブの活動として町にいただ

いたものやその他行ってきた活動の一部を紹介します。
・新入学児童祝い品『生活科バッグ』を贈呈
　（110 個　125,000 円相当）

※町内 4 小学校の新入学予定児童へ毎年贈っており、平
成 16 年から継続しています。

・町内小中学生に『かもめーる』を贈呈
　（1,130 枚 70,000 円相当）

※大切な人へ暑中見舞いを送るきっかけ作りとして令和元
年に実施しています。

・夏休み期間ポスター募集『国際平和ポスターコンテスト』
（小学 6 年生対象）

　※ライオンズ国際協会主催のコンテストで表彰されていま
す。（平成 28 年から継続）

・その他、盲導犬学校キャラバンや移植医療講座などの開催
寄贈されたマスク

（9,000 枚の内の一部）



１
（水）

16
（木）

２
（木）

17
（金）

３
（金）

■献血　9:30 ～ 11:30（ピクロス田布施店） 18
（土）

４
（土）

19
（日）

５
（日）

20
（月）

６
（月）

21
（火）

７
（火）

■健康・栄養相談（要予約）　10:00～11:30（いきいき）22
（水）

■こころの相談（要予約）　13:30 ～ 15:00（西公）

８
（水）

23
（木）

９
（木）

24
（金）

10
（金）

25
（土）

11
（土）

26
（日）

■詩情公園美化ボランティア　8:00～（地域交流館裏）

12
（日）

27
（月）

13
（月）

28
（火）

14
（火）

29
（水）

15
（水）

30
（木）

31
（金）

QR コ ー ド を
読み取り、手
順に沿ってご
登録ください。

田布施町
メール配信サービス

省
略
文
字

●中公：中央公民館　  　●西公：西田布施公民館　●東公：東田布施公民館
●麻公：麻郷公民館　  　●城公：城南公民館　　　●里公：麻里府公民館
●いきいき：高齢者いきいき館　 ●麻福：麻郷福祉会館　　●中学：田布施中学校７月のカレンダー

柳 井 川

区分 診療日 診療時間

休日
昼間

日曜日・祝日
盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）
※夜間診療はありません。

9:00 ～ 12:00
（受付 11:30まで）
13:00 ～ 17:00

（受付 16:30まで）
平日
夜間

月～金曜日
※土曜日の診療はありません。

19:00 ～ 22:00
（受付 21:30まで）

休日夜間応急診療所
（柳井市中央1-5-3）

◇連絡先（診療時間内）
☎22-9001

【困】 困りごと相談
日時 ７月27日（月）
　　 10:00 ～ 15:00
場所 中公１階和室
問 町民福祉課
　 ☎52-5811

【心】 心配ごと相談
日時 毎週月曜日
　　 10:00 ～ 12:00

（祝日・困りごと相談日除く）
場所 町社会福祉協議会
問 ☎53-1103

【心】

【心】

【困】
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● 編集・発行　田布施町役場　企画財政課  企画係
　〒 742-1592   山口県熊毛郡田布施町大字下田布施 3440 番地 1

☎ 0820-52-5803
℻ 0820-53-0140

HP　　 https://www.town.tabuse.lg.jp
E-mail  kikaku@town.tabuse.yamaguchi.jp

【心】

　7月7日・22日に実施
予定の相談は予約が必要
となりますのでお問い合
わせください。
問 保健センター
　 ☎52-4999

◇お願い
　現在新型コロナウイルス感染症の影響で

血液が不足しています。多くの人のご協
力をお願いします。


